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 医療計画作成要領について 

 

１ 医療計画の中間見直し方針（  年  月  日開催の医療審議会で了承）  
今後提示される予定の国の医療計画作成指針等を踏まえ、作業を進める。 

(1) 基準病床数について、国が新たに示す算定方法に基づき見直しを行う。 

(2) 現行の県医療計画をベースにデータや「現状」の時点修正等を行い、必要

に応じて「課題」や「今後の方策」、「指標」について見直しを行う。 

(3) 医療計画の中間見直しと同時改定される介護保険事業（支援）計画との整

合性を図る。 

 (4) 在宅医療対策、外来医療計画の推進及び医師確保計画の推進について、必

要な見直しを行う。 

  (5)  政策的に関連が深い他の計画との一体的策定を行う。 

 
２ 医療計画の作成要領（案） 

(1)  医療計画と地域医療構想の関係 

 医療法等の一部を改正する法律により、2027 年度から地域医療構想が医療計

画の上位概念に位置付けられるため、2026 年度に策定作業を行う次期地域医療構

想との整合性を図りながら医療計画の中間見直しを行う。 

(2) 記載項目 

  ア 計画の構成、作成項目に関連する事項、所管課室は別紙１のとおりとす

る。 

  イ 計画においては、医療連携に関する体系図を記載する。体系図を変更し、

医療機関名の更新が必要な項目を設定する場合は、可能な限り医療情報ネ

ットから情報収集可能なものとする。  
  ウ 基準病床数については、患者一日実態調査に基づき算定することとし、

作成時期は試案作成時とする（(6)ウ参照）。 

(3) 目標の設定 

ア 計画期間の終期を目途に、５疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾

患、糖尿病及び精神疾患）６事業（救急医療、災害医療、へき地医療、周産

期医療、小児医療及び新興感染症発生・まん延時における医療）及び在宅医

療、その他特に必要と認める医療について、数値目標の設定、見直しを行う。 
イ 具体的には、厚生労働省が示す現状把握指標等を参考とする（個別計画と

資料１-２ 
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の整合性にも留意）。  
 (4)  ロジックモデル等のツールの活用について 

    ５疾病・６事業及び在宅医療等については、現行計画 470～480 ページに

記載のロジックモデル等のツールを活用した評価を行い、必要に応じてその

結果を施策に反映する。具体的な対応については、追って国からロジックモ

デルのより積極的な活用等に係る必要な事項等が示される予定のため、その

内容を踏まえ医療計画課から所管課室に依頼する。 

(5) 調査 

ア 患者一日実態調査 

    基準病床数算定のため、県内医療機関の入院患者の受療動向を調査する。 

イ その他  
    県内医療機関の医療機能について基礎的な情報を得るため、医療情報ネ

ット及び病床機能報告結果を活用する。  
(6) 作成手順（(7)の圏域項目に関する事項を除く） 

ア たたき台  
(ｱ)   別紙１の所管課室は、医療情報ネット等の結果を踏まえ、データや「現

状」の時点修正等を行い、必要に応じて「課題」や「今後の方策」、「指標」

について見直しを行う。  
 (ｲ)   所管課室は、別紙２の標準的記載様式により「たたき台」を作成し、 

医療計画課においてとりまとめる。 

   ※「たたき台」の作成に当たっては、関係団体等と十分な調整を行うこと。  
  イ 素案  

「たたき台」について医療体制部会の意見を聴き、その意見に基づき修正

を加え「素案」を決定する。  
  ウ 試案  

「素案」について県財政当局、関係機関等及び医療体制部会の意見を聴き、

その意見に基づき修正を加え「試案」を決定する。  
エ 原案  
(ｱ) 「試案」について医療審議会に諮り、必要な修正を加えて「原案」を決

定する。 

(ｲ) 「原案」により、法定の手続である市町村及び三師会（公益社団法人愛

知県医師会、一般社団法人愛知県歯科医師会、一般社団法人愛知県薬剤師

会）及び愛知県保険者協議会へ意見聴取を行うとともに、パブリックコメ
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ントを実施する。 

オ 修正案 

  エ(ｲ)の意見に基づき、「原案」を修正し、「修正案」を作成する。 

カ 最終案  

「修正案」について医療体制部会の意見を聴き、その意見に基づき修正を

加え「最終案」を決定する。 

キ 公示 

医療審議会に諮り、修正を加えた上で、答申を経て公示する。 

(7) 圏域項目に関する事項 

ア 圏域項目は、２次医療圏を単位に作成する。 

イ 項目内容 

(ｱ) 地域の概況、人口構造及び人口動態、住民の受療状況、保健・医療施設

の概況、圏域の医療提供体制について記載をする。 

(ｲ) 圏域の医療提供体制は、医療計画に記載すべき事項である「５疾病（が

ん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患）、６事業（救

急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療及び新興感染症発

生・まん延時における医療）及び在宅医療の医療提供体制」について、圏

域の状況を記載する。へき地医療は該当圏域のみ記載する。 

ウ 所管課室は、計画の作成担当区分に応じて、圏域の内容において必要な 

助言及び支援を行う。 

エ 作成手順 

(ｱ) 地域医療構想・医療計画策定部会 

     圏域項目に関する事項の案を検討するため、圏域保健医療福祉推進会議

（以下「圏域会議」という。）及び地域医療構想・医療計画策定部会を開催

する。  
地域医療構想・医療計画策定部会は、圏域会議及び地域医療構想推進委

員会（以下「推進委員会」という。）の下に設置する。ただし、東三河北部

医療圏及び東三河南部医療圏については、構想区域と２次医療圏が一致し

ない予定であることから、圏域項目の検討は、圏域会議の下に設置する医

療計画策定部会（以下、上述の地域医療構想・医療計画策定部会と合わせ

「策定部会」という。）において行う。  
策定部会の開催回数は予算の範囲内とし、進行状況に応じて設定する。 

a 策定部会の委員は、県内統一の方針に基づき、圏域会議及び推進委員会
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の委員の属する団体の役職員等の中から基幹的保健所及び西尾保健所長

が選出する。 

   b 委員長は、委員の互選により選出する。 

c 策定部会は、委員長が招集し、議長となる。 

d 特定の分野を検討するため、医療計画課と協議した上で、委員とは 

別に関係者の参加を求めることができる。 

e 策定部会に関し必要な事項は、委員長が定める。  
(ｲ) 圏域項目の作成の流れ 

a たたき台の作成 

(a)  事務局（基幹的保健所及び西尾保健所。以下同じ）は、(6)イの素案及

び保健所独自調査等を参考に、データや「現状」の時点修正等を行い、

必要に応じて「課題」や「今後の方策」、「指標」について見直しを行う。 

(b)  事務局は、別紙３の標準的記載様式により「たたき台」を作成する。 

※「たたき台」の作成に当たっては、関係団体等と十分な調整を行うこと。 

※県内統一的、広域的観点からの調整が必要な場合もあるので、「たたき台」

の作成に当たっては、随時、医療計画課と協議すること。 

b 「圏域項目 試案(案)」の作成 

 事務局は、作成した「たたき台」を策定部会の意見に基づき修正を加え、

圏域会議に諮り、「圏域項目 試案(案)」とした上で、2026 年８月 31 日ま

でに医療計画課へ提出する。  
なお、提出された「圏域項目  試案(案)」については、県財政当局、所

管課室の意見も聴き、医療計画課において修正できるものとする。  
※ただし、医療体制部会の開催日によって提出期限の変更の場合あり。 

   c  「圏域項目 試案」の作成 
医療計画課は、各医療圏の「圏域項目 試案(案)」を取りまとめ、(6)ウ 

の手順により医療体制部会の意見を聴き、その意見に基づき修正を加え、 
「圏域項目  試案」を作成する。 

d  「圏域項目 原案」の作成  
     医療計画課は(6)エ(ｱ)の手順により、「圏域項目試案」について医療審

議会に諮り、必要な修正を加えて「圏域項目 原案」を作成する。 

   e  「圏域項目 修正案」の作成 

(a)  事務局は、(6)エ(ｲ)の意見に基づき、必要に応じて、策定部会の意見 

を聴き、「圏域項目 原案」を修正する。 
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(b) 修正した「圏域項目  原案」を圏域会議に諮り、「圏域項目  修正案」と  
した上で、2027 年２月 15 日までに医療計画課へ提出する。  
※ただし、医療体制部会の開催日によって提出期限の変更の場合あり。 

   f  「最終案」の決定及び公示  

医療計画課は、各医療圏の「圏域項目 修正案」を取りまとめ、(6)カの 

手順により修正を加え「最終案」を決定し、(6)キの手順により公示する。 

(8) 作成に係る一般的留意事項 

ア 計画の作成に当たってはデータを分析し、また、一定の事実から結論を導

く場合は、その分析手法及びデータの出自を明確にし、希望的な推論が混在

しないようにすること。  
イ 全国共通指標から見た課題については、本文中に織り込むこと。  
ウ 圏域項目に関する事項において、県全体として用いられているデータと

同じ項目を使用する場合は、県全体の項目と同じ時点とする。  
エ 業界用語的に使用され、一般的に慣用されていない概念、用語等（特に施

設、組織、事業名等に注意）は原則として使用しないこと。やむを得ず使用

する場合は、用語の解説を付すこと。  
オ 計画に記載する数値は、把握できる最新の数値を用いること。人口につい

ては、当面、2026 年 10 月１日現在とする。 

カ 病院名を記載する時は、現行計画 481 ページの病院の略称に注意するこ

と。また、指定年月日順等の理由がない限り、病院名簿における順番とする

こと。 

キ 医療機関名の更新に留意し、記載する内容については時点を明確にする

こと。  
ク 体系図に記載する医療機関名は別表とし、ホームページ上で最新の情報

を提供していく。  
ケ 行政機関の新たな財政負担を招く等行政施策遂行に影響を与える内容は

記載しないこと。  
コ 古い法令改正や制度改正の記述、既に解決している課題が残っているも

のについては見直しをすること。  
サ 行政の内部的な事項の記述について見直すこと。  
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３ 参考：医療計画中間見直しの作業行程（予定） 

 県 全 体 圏  域 

2026 年 ２月 

 
圏域保健医療福祉推進会議 

（策定部会設置の承認） 

医療体制部会 

（計画の基本方針の検討） 

３月 
医療審議会 

（計画の基本方針の決定、諮問） 

４月   

５月   

６月 
医療体制部会 

（素案決定） 
 

７月  
・策定部会 

・圏域会議 

（圏域項目 試案(案)作成) 

     ８月  

     ９月   

10 月 
医療体制部会 

（試案決定） 

11 月 
医療審議会 

（原案の決定） 

12 月   

2027 年 １月 

市町村、関係団体へ意見照会・ 

パブリックコメント 

 
・策定部会 

・圏域会議 

（圏域項目 修正案作成） 

 

２月 

 

医療体制部会 

（修正案→最終案） 

３月 
医療審議会 

（答申） 

試案(案)の提出：8 月 31 日 

修正案の提出：2 月 15 日 



計画策定の検討組織等
 

大 項 目 中 項 目 主　な　個　別　計　画 主　な　会　議

第１節　計画の背景、目的 医療計画課（医療計画）

第２節　計画の推進 医療計画課（医療計画）

第１節　地勢及び交通 医療計画課（医療計画）

第２節　人口及び人口動態 医療計画課（医療計画）

医療計画課（医療計画）

医療計画課（医療計画）

医療計画課（医療計画）
医務課こころの健康推進室
感染症対策課（感染症）

第１節　保健医療施設の状況 医療計画課（医療計画）

第２節　受療動向 医療計画課（医療計画）

第１節　２次３次医療の確保 医療計画課（医療計画）

医療計画課（医療計画）

5事業等推進部会 医務課（医療指導）

第４節　保健施設の基盤整備 医療計画課（保健所・統計）

第１節　がん対策 愛知県がん対策推進計画 健康づくり推進協議会 健康対策課（がん対策）

愛知県循環器病対策推進計画 循環器病対策推進協議会 健康対策課（健康づくり）

愛知県循環器病対策推進計画 循環器病対策推進協議会 健康対策課（健康づくり）

医務課こころの健康推進室

障害福祉課(療育支援）

医務課（医務）

医薬安全課（毒劇物・麻薬・血液）

第７節　難病対策・アレルギー疾患対策

１　難病対策
健康対策課（難病企画・給付、難病
審査）

２　アレルギー疾患対策
健康対策課（原爆・アレルギー対策・健
康プラザ）

第８節　感染症・結核対策

１　感染症対策 愛知県感染症予防計画 愛知県感染症対策連携協議会 感染症対策課（感染症）

２　エイズ対策 エイズ対策会議 感染症対策課（結核・肝炎）

３　結核対策 愛知県結核対策プラン 結核対策推進会議 感染症対策課（結核・肝炎）

４　肝炎対策 愛知県肝炎対策推進計画 肝炎診療協議会 感染症対策課（結核・肝炎）

愛知県歯科口腔保健基本計画 健康づくり推進協議会 健康対策課（歯科・栄養）

5事業等推進部会 救急医療協議会 医務課（救急・周産期・災害医療）

5事業等推進部会 災害医療協議会 医務課（救急・周産期・災害医療）

愛知県感染症予防計画
愛知県新型インフルエンザ等対策行動計
画

感染症対策連携協議会 感染症対策課（感染症）

医務課地域医療支援室

医療計画課（地域保健）

第１節　周産期医療対策 5事業等推進部会 周産期医療協議会 医務課（救急・周産期・災害医療）

第２節　母子保健事業 愛知県こども計画はぐみんプラン 母子保健運営協議会 健康対策課（母子保健）

健康対策課（母子保健、難病企画・
給付、難病審査）

障害福祉課（地域生活支援、医療・
給付、療育支援）

児童家庭課（児童虐待対策）

第２節　小児救急医療対策 5事業等推進部会
小児救急担当病院等を構成員とする検討組織
（設置を検討中）

医務課（救急・周産期・災害医療）

第３節　小児がん対策 愛知県がん対策推進計画 健康づくり推進協議会 健康対策課（がん対策）

１　プライマリ・ケアの推進 医務課（医務）

２　在宅医療の提供体制の整備
医務課（医務）
高齢福祉課（介護保険企画・審査）

１　医師確保計画の推進 地域医療対策協議会 医務課地域医療支援室

健康対策課（歯科・栄養）

医務課地域医療支援室

３　薬剤師 5事業等推進部会 愛知県薬剤師確保計画 薬事審議会 医薬安全課（薬事）

４　看護職員 医務課（看護対策）

５　理学療法士、作業療法士、その他 医務課（医務）

第１節　病診連携等推進対策 医務課（医務）

愛知県高齢者福祉保健医療計画 高齢福祉課（介護保険企画・審査）

１　薬局の機能推進対策 薬事審議会 医薬安全課（薬事）

２　医薬分業の推進対策 薬事審議会 医薬安全課（薬事）

医療計画課（保健所・統計）

健康対策課（歯科・栄養）

感染症対策課（感染症）

医務課（救急・周産期・災害医療）

医務課（医療指導）

医薬安全課（薬事）

医務課（医療指導）

医薬安全課（監視）

第６節　血液確保対策 献血推進協議会 医薬安全課（毒劇物・麻薬・血液）

第７節　健康危機管理対策 医薬安全課（毒劇物・麻薬・血液）

医療計画課（医療計画）

清須保健所

第２節　海部医療圏 津島保健所

第３節　尾張東部医療圏 瀬戸保健所

第４節　尾張西部医療圏 清須保健所

春日井保健所

江南保健所

半田保健所

知多保健所

第７節　西三河北部医療圏 衣浦東部保健所

第８節　西三河南部東医療圏 西尾保健所

第９節　西三河南部西医療圏 衣浦東部保健所

第10節　東三河北部医療圏 新城保健所

第11節　東三河南部医療圏 豊川保健所

医療計画課（医療計画）第４部　外来医療計画の推進

医療体制
部会

第５節　尾張北部医療圏

第12章　２次医
療圏における医
療提供体制

第４章　災害医療対策

第３章　救急医療対策

第６節　移植医療対策

第５節　精神保健医療対策

第５節　医療安全対策

第４節　保健医療情報システム

地方精神保健福祉審議会

へき地医療支援計画策定会議

医療安全推進協議会

圏域保健医療福祉推進会議
地域医療構想・医療計画策定部会

第１節　名古屋・尾張中部医療圏

第６節　知多半島医療圏

在宅医療推進協議会

２　歯科医師 5事業等推進部会

第５章　新興感染症発生・まん延時における医療対
策

第７章　周産期
医療対策

第８章　小児医
療対策

第１節　小児医療対策

第６章　へき地保健医療対策

5事業等推進部会 愛知県高齢者福祉保健医療計画

第２節　高齢者保健医療福祉対策

第３節　薬局の機能強化と地域医薬
品供給体制の充実

5事業等推進部会 人材確保支援計画

第11章　その他
医療を提供する
体制の確保に関
し必要な事項

第２節　脳卒中対策

第10章　保健医
療従事者の確保
対策

第１部
総　論

第１章　医療圏

第１章　保健医
療施設の整備目
標

第２節　公的病院等の役割を踏まえ
た医療機関相互の連携のあり方

第３節　地域医療支援病院の整備

第３章　保健医
療施設等の概況

第２章　機能を
考慮した医療提
供施設の整備目
標

第９節　歯科保健医療対策

第４節　糖尿病対策

第３節　心筋梗塞等の
        心血管疾患対策

担 当 所 属 （ グ ル ー プ ）

愛知県アルコール健康障害対策推進計画
愛知県ギャンブル等依存症対策推進計画
あいち障害者福祉プラン2021-2026

健康づくり推進協議会 健康対策課（健康づくり）健康日本21あいち計画

医　療　計　画　目　次
医療審議会の部会対応

関　連　事　項

小 項 目

第１章　計画の
基本理念

第９章　在宅医
療対策

第２章　基準病床数

第２章　地域の
概況

第２部
医療圏及
び基準病
床数等

第３章　地域医療構想の推進

第３部
医療提供
体制の整
備

主な会議の斜体は、医療提供体制の検討が含まれる会議 別紙１



医療計画 標準的記載様式 

 

○ 様式１及び様式２の書式規格は次のとおりとする。 

Ａ４横書き、明朝体１０．５ポイント、原則として４３文字×５０行とする。 

ただし、上２５mm、下２０mm、左右２５mm の余白を設ける。 

○ 記載項目の章、節ごとに様式１、様式２を一対として整理する。 

様式１ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章  保健医療施設の整備【中項目】  

第１節 ２次３次医療の確保【小項目】  

【現状と課題】  

現   状             課   題  

○                   ○  

 

【今後の方策】  

 

 

 

 

 

（参考図表）  

○  
【目標値】 

←中項目(章)又は 

小項目(節)で整理 

すること 

←（小項目の場合） 

←現状分析を簡潔に 

行い、課題を整理 

すること。 

←できるだけ具体的 

に記載すること。 

←具体的数値目標が 

記載できるものは 

数値を記載すること。 

←５疾病・６事業及び 

在宅医療については、 

必ず目標値を設定す 

ること。 

←現状分析に係る必要 

最小限の図表とする 

こと。 

別紙２ 



様式２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○○対策 

 

 

 

 

 

 

 

＜○○○対策体系図の説明＞  

○ 

○ 

○ 

【実施されている施策】  

○ 

○ 

○ 

○○○対策の体系図  

用語の解説  

←施策の体系図を記載 

すること。（医療提供

体制が中心） 

←体系図に係る簡潔な 

説明を記載すること。 

←現行の施策を記載する 

必要がある場合のみ記 

載すること。 

←県民が理解できるよう、

専門的、技術的な用語 

を解説すること。 



圏域項目 標準的記載事項 

 

○ 地域の概況、人口構造及び人口動態住民の受療状況、保健・医療施設の概

況は、図表等により、わかりやすい記載とする。 

○ 圏域の医療提供体制は、様式により作成し、その書式規格は次のとおりと

する。 

Ａ４横書き、明朝体１０．５ポイントとする。 

ただし、上２５mm、下２０mm、左右２５mm の余白を設ける。 

 

様式 
 
 
 

 

 

 

 

 

様式２ 

 

 

○○○医療圏 

 

３ 圏域の医療提供体制  

(1) がん対策  

《現 状》  

〇 
〇  

 

（参考図表）  

 

《課 題》  

○ 
〇 
 

《今後の方策》  

〇 
〇 

←《現状》に対応した 

《課題》、《今後の方 

策》を記載すること。 

《現状》等項目は、 

医療提供体制ごとに 

２項目以上記載する 

こと。 

←現状分析に係る必要 

 最小限の図表とする 

こと。 
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